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実施基準を自社に当てはめる具体的方法
他社の物まねでは成功しない、自社の身の丈にあった内部統制を構築しよう

１．内部統制実施基準のポイントを本質的に理解する

２．内部統制の基本的枠組み

①内部統制の限界を理解した上で有効かつ効率的な内部統制を構築する

②内部統制に関係する者の適正な選任と責任・権限の明確化

③財務報告に係る内部統制構築のプロセスがポイント

３．財務報告に係る内部統制の評価及び監査に係る実施基準の作業ステップ毎に具体的なツールを準備する

＊約２０種類のツール（ワークシート事例）をご紹介します

①ステップ１：財務報告に係る内部統制構築のプロセス

②ステップ２：財務報告に係る内部統制の評価・報告のプロセス

③ステップ３：業務プロセスに係る内部統制の不備の検討プロセス

４．ワークシートの事例
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１．１ 内部統制の定義／金融商品取引法(日本版SOX法)の内部統制の定義

①業務の有効性及び効率性

②財務報告の信頼性

③事業活動に関わる法令等の遵守

④資産の保全

①統制環境

②リスクの評価と塩

③統制活動

④情報と伝達

⑤モニタリング(監視活動)

⑥ＩＴ（情報技術）への対応

１．２ 実施基準／解説マニュアル・・・別添

１．内部統制実施基準のポイントを本質的に理解する

左記の４つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み
込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスである。

１．業務の有効性及び効率性とは、事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を
高めることを言う。

２．財務報告の信頼性とは、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の
信頼性を確保することを言う。

３．事業活動に関わる法令等の遵守とは、事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進する
ことを言う。

４．資産の保全とは、資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認の元に行われるよう、
資産の保全を図ることを言う。

内部統制の目的を達成するため、経営者は、内部統制の６つの基本的要素が組み
込まれたプロセスを整備し、そのプロセスを適切に運用していく必要がある。それぞ
れの目的を達成するには、すべての基本的要素が有効に機能していることが必要
であり、それぞれの基本的要素は、内部統制の目的のすべてに必要になるという
関係にある。

４つの目的

６つの基本的要素
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２．内部統制の基本的枠組み

２．１ 内部統制の限界を理解した上で有効かつ効率的な内部統制を構築する

◇基本的枠組み→内部統制の基本的要素が一体となって機能することにより、４つの目的が合理的な範囲で達成される。

◇このことは内部統制はこれらの４つの目的が絶対に達成されることを保証するものではないことを意味している。

↓なぜならば

◇内部統制には固有の限界を抱えているからである。

①内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しない場合がある。

②内部統制は、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や否定形的な取引等には、必ずしも対応しない。

③内部統制の整備及び運用に際しては、費用と便益との比較衡量が求められる。

④経営者が不当な目的のために内部統制を無視することがある。

２．２ 内部統制に関係する者の適正な選任と責任・権限の明確化が必要である

◇経営者

◇取締役会

◇監査役又は監査委員会

◇内部監査人

◇組織内のその他の者
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内部統制は組織内のすべての者によって遂行されるプロセスである。組織内のその他の者は、日常業務の中で、例えば、統制活動、組織内での
情報と伝達及び日常的モニタリングなどに関する活動を遂行しており、自らの権限と責任の範囲で、有効な内部統制の整備及び運用に関して一
定の役割と責任を有している。なお、組織内のその他の者には、正規の従業員のほか、組織において一定の役割を担って業務を遂行する短期、
臨時雇用の従業員も含まれる。

組織内の

その他の者

内部監査人は、内部統制の整備及び運用状況を調査、検討、評価し、その結果を組織内の適切な者に報告する。内部監査人は、経営者の直属
として設置されることが多く、内部統制のモニタリング機能の内の独立的評価において重要な役割を担っている。

内部監査人がその業務を遂行するには、内部監査の対象となる組織内の他の部署等からの制約を受けることなく、客観性、独立性を維持できる
状況になければならない。このため、経営者は、内部監査人の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び
部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保することが重要である。

また、内部監査の有効性を高めるため、経営者は、内部監査人から適時・適切に報告を受けることができる体制を確保することが重要である。

このような状況を考慮すると、内部監査人はＩＩＡ、ＩＩＡＪ、ＧＭＡ等の機関における教育訓練を受け監査倫理綱要、監査基準に基づく内部監査が可
能な知識、経験、能力を有するものが、その任に着くことが望ましい。

内部監査人

監査役又は監査委員会は取締役等の職務の執行を監査する。（会社法第381 条第1 項、第404 条第2 項第1 号）また、監査役又は監査委員会
は、会計監査を含む、業務監査を行う。

監査役又は監査委員会は、業務監査の一環として、財務報告の信頼性を確保するための体制を含め、内部統制が適切に整備及び運用されてい
るかを監視する。また、会社法上、監査役又は監査委員会は、会計監査人が計算書類について実施した会計監査の方法と結果の相当性を評価
する。

内部統制監査においては、外部監査人は、監査役が行った業務監査の中身自体を検討するものではないが、財務報告に係る全社的な内部統制
の評価の妥当性を検討するに当たり、監査役又は監査委員会の活動を含めた経営レベルにおける内部統制の整備及び運用状況を、統制環境、
モニタリング等の一部として考慮する。

監査役

又は監査委員会

取締役会は、組織の業務執行に関する意思決定機関であり、内部統制の基本方針を決定する。また、取締役会は、経営者の職務執行に関する
監督機関であり、経営者を選定及び解職する権限を有する。（会社法第362 条、第416 条、第420 条）したがって、取締役会は経営者による内部
統制の整備及び運用に対しても監督責任を有している。

取締役会

経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用について適正に評価・報告することが求められている。したがって、経営者は内部統制報
告書にその役職氏名を記載して提出する。この際、会社が最高財務責任者を置いている場合には、代表者と併せて、最高財務責任者の署名等を
求めることも考えられる。

最高財務責任者

経営者は、組織を代表（会社法第349 条）し、業務を執行する権限を有するとともに、取締役会による基本方針の決定を受けて、組織の内部統制
を整備及び運用する役割と責任を負っている。

経営者は、会社の代表者として有価証券報告書を提出する立場にあり、開示書類の信頼性に係る最終的な責任を有している。

金融商品取引法における内部統制報告制度においても、内部統制報告書に会社の代表者がその役職氏名を記載して提出する。

経営者は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用について適正に評価・報告することが求められる。

経営者

２．３ 内部統制関係者の役割と責任
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２．４ 財務報告に係る内部統制構築のプロセスがポイント／重視される財務報告の信頼性

説明責任の拡大

財務報告の作成プロセスの信頼性

企業の説明責任（アカウンタビリティ）

利害関係者
上場会社
連結子会社

信頼できる
財務報告

取引先

株主

銀行

従業員

債権者

投資家

投下資本の
運用状況を
利害関係者
に報告

業務プロセス

購買

販売

生産

単体決算 連結決算
信頼できる
財務報告

相次ぐ企業の
財務報告不祥事・不正

財務報告の信頼性を確保する
ために内部統制に関する規制
を厳しくする方針→Ｊ－ＳＯＸ法
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２．５ 内部統制の仕組み構築プロセス（Ｐ～Ｄのステップ）：整備～試行・運用段階

１．基本的計画及び方針の決定
経営者は、内部統制の基本方針に係る取締役会の決定を踏まえ、それを組織内の
全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するための基本的計画及び
方針を決定。 ※経営者が定めるべき基本的計画及び方針としては、以下が挙げられる。

①内部統制の構築に当たる責任者及び全社的な管理体制
②構築すべき内部統制の範囲及び水準
③内部統制構築の手順及び日程
④内部統制構築に係る人員及びその編成、教育・訓練の方法 等

２．内部統制の整備状況の把握
内部統制の整備状況を把握し、その結果を記録・保存
①全社的な内部統制について、既存の内部統制に関する規程、慣行及びその遵守
状況等を踏まえ、全社的な内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。
※暗黙裡に実施されている社内の決まり事等がある場合には、それを明文化。

②重要な業務プロセスについて、内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。
・組織の重要な業務プロセスについて、取引の流れ、会計処理の過程を整理し、理解する。

・整理、理解した業務プロセスについて、虚偽記載の発生するリスクを識別し、それらリスクの財務
報告又は勘定科目等との関連性、業務の中に組み込まれた内部統制によって十分に低減できる
ものになっているかを検討。

３．把握された不備への対応及び是正
把握された不備は適切に是正。

Ｐ

Ｐ～Ｄ

ギャップ分析によ
り現状認識

試行・運用段階
のチェック
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２．６ 内部統制の評価・報告プロセス（Ｃのステップ）：本格的運用段階

１．全社的な内部統制の評価

２．決算・財務報告に係る業務プロセスの評価

３．決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスの評価

（１）重要な事業拠点の選定（売上高で概ね２／３程度に達するまで選定、連結子会社含む）

（２）評価対象とする業務プロセスの識別

①重要な事業拠点における、企業の事業目的に大きく係わる勘定科目に至る業務プロセスは、全
て評価対象

②重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点において、財務報告への影響を勘案して、重要性の
大きい業務プロセスについては、個別に評価対象に追加

③全社的な内部統制の評価結果をふまえて、業務プロセスに係る評価の範囲、方法等を調整

評価範囲について、必要に応じて、監査人と協議

（３）評価対象とした業務プロセスの評価

（４）内部統制の報告

①内部統制の不備
が発見された場合、
期末までに是正処置
②重要な欠陥が
期末日に存在する場
合は、開示が必要
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２．７ 業務プロセスに係る内部統制の不備の検討（Ｃ～Ａのステップ）：改善・是正段階

１．業務プロセスに係る内部統制の有効性の確認
＊サンプリングにより確認（９０％信頼のためには統制上の要点毎に２５サンプル）

２．業務プロセスに係る内部統制の不備を把握

３．不備の影響の検討

（１）不備の影響が及ぶ範囲の検討

＊業務プロセスから発見された不備がどの勘定科目等に、どの範囲で影響を及ぼしうるかを検討

（２）影響の発生可能性の検討

＊（１）で検討した影響が実際に発生する可能性を検討（リスクアセスメント）

（３）内部統制の不備の質的・金額的重要性の判断

＊（１）及び（２）を勘案して、質的重要性及び金銭的重要性（例えば、連結税引き前利益の概ね

５％程度）を判断

４．質的又は金額的重要性があると認められる場合、重要な欠陥と判断
＊期末日までに是正完了することが原則
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３．財務報告に係る内部統制の評価及び監査に係る実施基準の作業ステップ毎に
具体的なツールを準備する

ステップ１：財務報告に係る内部統制構築のプロセス
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ステップ２：財務報告に係る内部統制の評価・報告のプロセス
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ステップ３：業務プロセスに係る内部統制の不備の検討プロセス
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４．ワークシートの事例

①内部統制プロジェクトスケジュール管理表
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②全社的内部統制評価チェックリスト
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③全社的内部統制改善報告書・指示書
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④重要な業務プロセス選定フローチャート
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⑤重要な事業拠点選定リスト
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⑥重要な勘定科目選定リスト
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⑦ビジネスサイクル／システム マップ
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⑧重要な勘定科目のデータソース一覧
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⑨ビジネスサイクル／勘定科目 マッピング
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⑩ビジネスサイクル／業務プロセス マッピング（関連図）
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⑪勘定科目／ビジネスサイクル／業務プロセス マッピング
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⑫ビジネスサイクル／業務プロセス マッピング及びプロセスオーナー設定
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⑬決算・財務報告プロセスチェックリスト
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⑭ＲＣＭ ワークシート
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⑮ＲＣＭ ＰＣ運用事例
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⑯内部統制の整備状況の有効性評価
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⑰内部統制の整備状況の有効性評価～改善指示書・報告書
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⑱内部統制の運用状況の有効性評価
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⑲内部統制の不備一覧
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⑳－１ 内部統制の不備の影響金額の推定と重要な欠陥の判定（その１）
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⑳－２ 内部統制の不備の影響金額の推定と重要な欠陥の判定（その２）


